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■北見市就学学校指定変更許可基準表（令和5年1月1日から適用）

〇やむを得ない理由で指定された学校以外に就学を希望する場合
	区分
	申立事由
	対象
	添付書類
	許可期限

	転居理由
	転居後も従前の学校に就学を希望する場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・特になし
	卒業年度まで

	転居予定理由
	住宅の新築等により転居が確定しているが、転居手続きに至らないため、転居前に転居後の指定校への就学を希望する場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・住宅の購入や賃貸に
係る契約書
・申請者の確約書
のいずれか
	申立ての期間
（許可する始期から1年以内）

	身体的理由
	児童生徒が特別支援学級に在籍、または通級指導を受けており、身体虚弱又は通院治療を要し、指定学校からの通学通院に支障をきたす場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・教育相談結果
・医師の診断書
・学校長の意見書
のいずれか
	診断書等に基づく
期間

	留守家庭理由
	放課後、家庭に保護監督する者がいないため保護者に代わる預かり先のある校区の学校に通学を希望する場合（親戚や知人、職場に預ける、児童クラブを利用する等）
	小学校及び
義務教育学校(前期課程）
全学年
	・下校先として受け入れる旨が記載された念書
・児童クラブの入会が確認できる書類
のいずれか
・世帯全員の在職証明書
	申立ての期間
（最長卒業年度まで）

	兄弟姉妹理由
	
兄弟姉妹が就学している学校へ
就学を希望する場合

	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・特になし
	申立ての期間
（最長卒業年度まで）

	教育的理由
	支援措置対象者、クラブ活動、不登校解消、家庭不和、いじめや友人関係の諸事情等やむを得ない事情がある場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	
・学校長の意見書
（特殊事情が確認できる書類）

	申立ての期間
（最長卒業年度まで）

	その他理由
	その他特別な事情があり、就学指定校の変更が適当と教育委員会が認める場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・教育委員会が必要とする書類
	教育委員会が適当と思われる期間





■北見市区域外就学承諾基準表（令和5年1月1日から適用）

〇やむを得ない理由で北見市外の方が北見市内の学校に就学を希望する場合
	区分
	申立事由
	対象
	添付書類
	許可期限

	転入理由
	住宅の購入等で北見市内に転入することが確定している場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・住宅の購入や賃貸に
係る契約書
・申立者の確約書
のいずれか
	申立ての期間
（許可する始期から1年以内）

	教育的理由
	支援措置対象者、不登校解消、家庭不和、いじめや友人関係の諸事情等やむを得ない事情がある場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・学校長の意見書
（特殊事情が確認できる書類）
	申立ての期間
（最長卒業年度まで）

	その他理由
	その他特別な事情があり、区域外就学が適当と教育委員会が認める場合
	小中学校及び
義務教育学校全学年
	・教育委員会が必要とする書類
	教育委員会が適当と思われる期間



〇やむを得ない理由で、北見市に住所がある方が市外の学校に就学を希望する場合
　就学させたい学校を所管する市町村教育委員会で手続きが必要になります。
　※北見市教育委員会での手続きはありません。


注）就学学校の指定変更及び区域外就学により通学する場合は、遠距離通学助成やスクールバス利用の対象外となります。保護者の方におかれましては、通学時の安全確保をお願いします。



